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地
方
公
務
員
の
定
年
引
き

上
げ
お
よ
び
地
方
公
務
員
法

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の

施
行
に
伴
い
整
備
す
る
も
の

で
す
。

 

（
全
員
賛
成
で
可
決
）

　

職
員
の
定
年
が
65
歳
に
引

き
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
伴
い
、

高
齢
者
職
員
の
多
様
な
働
き

方
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
た
め

の
選
択
肢
の
一
つ
と
し
て
、

地
方
公
務
員
法
の
規
定
に
基

づ
き
制
定
す
る
も
の
で
す
。

 

（
全
員
賛
成
で
可
決
）

地
方
公
務
員
法
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
の
施

行
に
伴
う
関
係
条
例
の

整
備
に
関
す
る
条
例
の

制
定

飛
島
村
職
員
の
高
齢
者

部
分
休
業
に
関
す
る
条

例
の
制
定

　

公
職
選
挙
法
施
行
令
の
一

部
を
改
正
す
る
政
令
の
施
行

に
伴
い
、
議
会
議
員
選
挙
お

よ
び
村
長
選
挙
に
お
け
る
選

挙
運
動
用
自
動
車
の
使
用
等

に
要
す
る
経
費
に
係
る
公
費

負
担
の
限
度
額
の
引
き
上
げ

を
行
う
も
の
で
す
。

 

（
全
員
賛
成
で
可
決
）

　
飛
島
村
議
会
議
員
及
び

飛
島
村
長
の
選
挙
に
お

け
る
選
挙
運
動
の
公
費

負
担
に
関
す
る
条
例
の

一
部
改
正

　

国
家
公
務
員
法
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
お
よ
び
地
方

公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
の
施
行
に
伴
い
改
正

す
る
も
の
で
す
。

 

（
全
員
賛
成
で
可
決
）

　

人
事
院
規
則
の
一
部
改
正

等
に
準
じ
、
職
員
の
育
児
休

業
の
取
得
回
数
制
限
の
緩
和

等
に
関
し
て
改
正
す
る
も
の

で
す
。

 

（
全
員
賛
成
で
可
決
）

飛
島
村
職
員
の
定
年
等
に

関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

飛
島
村
職
員
の
育
児
休

業
等
に
関
す
る
条
例
の

一
部
改
正

　　

道
路
瑕
疵
に
関
す
る
和
解

及
び
損
害
賠
償
の
額
に
つ
い

て
、
村
長
が
専
決
処
分
し
た

も
の
を
承
認
し
ま
し
た
。

・
損
害
賠
償
額

　
　
　
　

５
万
９
８
４
５
円

 

（
７
月
25
日
専
決
）

　

な
お
、
当
該
賠
償
金
は
保

険
会
社
か
ら
支
払
わ
れ
ま
す
。

�

（
全
員
賛
成
で
承
認
）

 

◎
海
翔
高
校
を
存
続
さ
せ
る

た
め
の
意
見
書
の
提
出
に
つ

い
て

�

提
出
者　
伊
藤　
豊

�

（
全
員
賛
成
で
採
択
）

提
出
先

　

 

愛
知
県
知
事
、
愛
知
県
教

育
委
員
会
教
育
長

専
決
処
分
の
承
認
を
求

め
る
こ
と

条
例
制
定
・
改
正

県
へ

意
見
書

人
事
案
件

教
育
委
員
会（
教
育
長
）

萩
野
登
記
代
さ
ん　
（
名
古
屋
市
）

教
育
長
の
任
期
が
満
了
と
な
る

た
め
、
新
し
く
任
命
さ
れ
ま
し
た
。

任
期
は
令
和
７
年
９
月
30
日
ま

で
の
３
年
間
で
す
。

  
（

全
員
賛
成
で
同
意）

教
育
委
員
会（
委
員
）

服
部
泰
憲
さ
ん　
（
大
宝
東
）委

員
の
任
期
が
満
了
と
な
る
た

め
、
新
し
く
任
命
さ
れ
ま
し
た
。

任
期
は
令
和
８
年
９
月
30
日
ま

で
の
４
年
間
で
す
。

  
（

全
員
賛
成
で
同
意）

固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
委
員

山
田
明
彦
さ
ん　
（
大
宝
西
）委

員
の
任
期
が
満
了
と
な
る
た

め
、
新
し
く
選
任
さ
れ
ま
し
た
。

任
期
は
令
和
７
年
９
月
30
日
ま

で
の
３
年
間
で
す
。 

 
（

全
員
賛
成
で
同
意）

子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

専
決
処
分


